
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

第

四

十

四

回

採

石

業

務

管

理

者

試

験

の

合

格

者

河

川

課

○

港

湾

隣

接

地

域

の

指

定

に

つ

い

て

の

公

聴

会

の

港

湾

課

開

催

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

第

二

百

二

十

一

回

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

の

開

催

員

会

岡

山

県

公

報

平成２７年１０月２７日 第１１７３１号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

東
畦
下
１
番

か
ん
が
い
排
水

内
尾
南

〃

錦
西

樋
門

〃

21

錦
西

樋
門

〃

22

錦
六
区
縦
悪
水
樋
門

〃

鞆
津
川
沖
１
南
樋
門

〃

鞆
津
川
丘
２
南
樋
門

〃

西
七
区
支
線

号

〃

128

北
七
区
支
線

号

〃

30

北
七
区
七
区
小
横
樋
門

〃

宗
津
川
丘
３
西
樋
門

〃

西
谷
川
沖
３
沖
樋
門

〃

常
川
線

〃

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
十
四
日
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〔
四
二
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ャ
ッ
ツ
・
ハ
ー
ト
岡
山

三

代
表
者
の
氏
名

髙
田
小
百
合

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
円
山
二
一
六
番
地
一
九
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
犬
猫
の
愛
護
を
目
的
と
し
た
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
地
域

で
共
に
暮
ら
す
人
間
と
動
物
と
の
健
全
な
関
係
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
四
二
六
〕
第
四
十
四
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

受
験
番
号

二

四

五

十
二

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



四
二
七

港
湾
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

〔
〕

（
）

り

次
の
と
お
り
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
に
つ
い
て
公
聴
会
を
開
催
す
る

、

。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

東
備
港
港
湾
管
理
者

岡

山

県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
日
時

平
成
2
7
年
1
1
月
９
日
（
月
）

午
後
３
時
か
ら

２
場
所

備
前
市
日
生
町
日
生
6
3
0
番
地

備
前
市
日
生
防
災
セ
ン
タ
ー
２
階
大
会
議
室

３
予
定
地
域
の
範
囲

東
備
港
日
生
地
区
（
方
位

真
北
）

次
の
１
線
か
ら
7
0
線
ま
で
の
各
線
と
海
面
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
，
7
1
線
か
ら
7
9
線
ま
で
の

各
線
と
海
面
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
8
0
線
か
ら
9
7
線
ま
で
の
各
線
と
海
面
と
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域

１
線

岡
山
県
備
前
市
大
字
日
生
字
遊
所
2
4
8
7
番
地
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
色
見
山

北
「

」（

緯
3
4
°
4
3
′
3
2
″
9
7
2
7
，
東
経
1
3
4
°
1
5
′
5
4
″
3
3
1
3
）
（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
）
か
ら

6
5
°
3
5
′
3
6
1
.
4
5
ｍ
の
地
点
よ
り
8
9
°
3
7
′
の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た
線

２
線

１
線
起
点
か
ら

1
°
0
3
′

2
1
.
3
1
ｍ
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

３
線

２
線
終
点
か
ら

3
5
6
°
5
0
′

9
.
8
1
ｍ

〃

４
線

３
線
終
点
か
ら

3
5
2
°
2
4
′

1
1
.
8
8
ｍ

〃

５
線

４
線
終
点
か
ら

3
4
2
°
1
4
′

9
.
6
2
ｍ

〃

６
線

５
線
終
点
か
ら

3
4
1
°
2
3
′

1
4
.
0
7
ｍ

〃

７
線

６
線
終
点
か
ら

3
3
4
°
2
2
′

1
4
.
5
4
ｍ

〃

８
線

７
線
終
点
か
ら

3
3
2
°
1
4
′

7
0
.
9
8
ｍ

〃

９
線

８
線
終
点
か
ら

3
3
9
°
4
7
′

1
5
.
3
7
ｍ

〃

1
0
線

９
線
終
点
か
ら

3
4
3
°
3
8
′

1
7
.
5
4
ｍ

〃

1
1
線

1
0
線
終
点
か
ら

3
4
8
°
5
0
′

1
3
.
9
3
ｍ

〃

1
2
線

1
1
線
終
点
か
ら

3
4
5
°
5
0
′

3
7
.
7
2
ｍ

〃

1
3
線

1
2
線
終
点
か
ら

3
5
4
°
5
3
′

9
.
1
0
ｍ

〃

1
4
線

1
3
線
終
点
か
ら

3
4
2
°
0
1
′

4
9
.
2
9
ｍ

〃

1
5
線

1
4
線
終
点
か
ら

3
4
2
°
0
3
′

3
5
.
8
0
ｍ

〃
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1
6
線

1
5
線
終
点
か
ら

3
4
2
°
3
5
′

2
2
.
3
6
ｍ

〃

1
7
線

1
6
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
0
9
′

8
9
.
4
7
ｍ

〃

1
8
線

1
7
線
終
点
か
ら

3
3
1
°
1
8
′

6
1
.
8
8
ｍ

〃

1
9
線

1
8
線
終
点
か
ら

5
7
°
2
3
′

2
9
.
7
0
ｍ

〃

2
0
線

1
9
線
終
点
か
ら

1
4
2
°
5
5
′

1
3
3
.
8
6
ｍ

〃

2
1
線

2
0
線
終
点
か
ら

4
4
°
5
3
′

4
7
.
6
5
ｍ

〃

2
2
線

2
1
線
終
点
か
ら

4
4
°
1
0
′

2
0
.
1
8
ｍ

〃

2
3
線

2
2
線
終
点
か
ら

2
4
°
3
6
′

6
.
9
9
ｍ

〃

2
4
線

2
3
線
終
点
か
ら

2
1
°
4
7
′

3
0
.
1
7
ｍ

〃

2
5
線

2
4
線
終
点
か
ら

1
9
°
3
4
′

1
8
.
4
9
ｍ

〃

2
6
線

2
5
線
終
点
か
ら

8
9
°
1
1
′

6
.
0
8
ｍ

〃

2
7
線

2
6
線
終
点
か
ら

8
3
°
3
8
′

7
.
6
2
ｍ

〃

2
8
線

2
7
線
終
点
か
ら

8
7
°
5
9
′

2
.
5
6
ｍ

〃

2
9
線

2
8
線
終
点
か
ら

8
2
°
4
5
′

1
8
.
7
9
ｍ

〃

3
0
線

2
9
線
終
点
か
ら

8
2
°
0
6
′

4
0
.
8
5
ｍ

〃

3
1
線

3
0
線
終
点
か
ら

7
9
°
4
8
′

1
9
.
3
8
ｍ

〃

3
2
線

3
1
線
終
点
か
ら

8
7
°
0
0
′

1
5
.
3
0
ｍ

〃

3
3
線

3
2
線
終
点
か
ら

9
1
°
1
5
′

4
3
.
9
3
ｍ

〃

3
4
線

3
3
線
終
点
か
ら

8
7
°
1
2
′

4
.
0
9
ｍ

〃

3
5
線

3
4
線
終
点
か
ら

1
7
0
°
3
5
′

6
9
.
0
8
ｍ

〃

3
6
線

3
5
線
終
点
か
ら

2
4
0
°
4
5
′

1
1
.
8
2
ｍ

〃

3
7
線

3
6
線
終
点
か
ら

2
2
0
°
2
3
′

1
1
.
9
1
ｍ

〃

3
8
線

3
7
線
終
点
か
ら

2
3
9
°
1
1
′

6
.
1
9
ｍ

〃

3
9
線

3
8
線
終
点
か
ら

2
4
6
°
2
7
′

9
.
3
9
ｍ

〃

4
0
線

3
9
線
終
点
か
ら

2
5
3
°
0
5
′

1
7
.
9
7
ｍ

〃

4
1
線

4
0
線
終
点
か
ら

2
5
8
°
4
7
′

1
3
.
0
1
ｍ

〃

4
2
線

4
1
線
終
点
か
ら

2
4
7
°
0
2
′

1
1
.
8
8
ｍ

〃

4
3
線

4
2
線
終
点
か
ら

2
4
3
°
1
4
′

9
.
6
2
ｍ

〃

4
4
線

4
3
線
終
点
か
ら

2
2
0
°
4
9
′

6
.
2
8
ｍ

〃

4
5
線

4
4
線
終
点
か
ら

2
0
4
°
3
1
′

3
.
5
7
ｍ

〃

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



4
6
線

4
5
線
終
点
か
ら

1
9
2
°
1
3
′

9
.
6
9
ｍ

〃

4
7
線

4
6
線
終
点
か
ら

1
6
3
°
4
2
′

7
.
0
7
ｍ

〃

4
8
線

4
7
線
終
点
か
ら

1
3
0
°
3
7
′

1
3
.
1
3
ｍ

〃

4
9
線

4
8
線
終
点
か
ら

1
1
8
°
1
6
′

2
1
.
2
8
ｍ

〃

5
0
線

4
9
線
終
点
か
ら

1
0
7
°
1
6
′

3
.
1
6
ｍ

〃

5
1
線

5
0
線
終
点
か
ら

1
4
5
°
3
4
′

1
7
6
.
3
9
ｍ

〃

5
2
線

5
1
線
終
点
か
ら

1
5
5
°
1
2
′

9
6
.
1
7
ｍ

〃

5
3
線

5
2
線
終
点
か
ら

6
6
°
0
1
′

7
.
8
6
ｍ

〃

5
4
線

5
3
線
終
点
か
ら

1
5
5
°
5
9
′

2
.
1
4
ｍ

〃

5
5
線

5
4
線
終
点
か
ら

6
5
°
3
7
′

2
.
1
5
ｍ

〃

5
6
線

5
5
線
終
点
か
ら

1
5
5
°
5
0
′

9
.
7
9
ｍ

〃

5
7
線

5
6
線
終
点
か
ら

6
5
°
3
8
′

2
.
9
6
ｍ

〃

5
8
線

5
7
線
終
点
か
ら

1
5
5
°
4
7
′

1
3
.
5
4
ｍ

〃

5
9
線

5
8
線
終
点
か
ら

6
4
°
5
1
′

2
8
.
6
8
ｍ

〃

6
0
線

5
9
線
終
点
か
ら

1
5
5
°
1
8
′

9
.
5
3
ｍ

〃

6
1
線

6
0
線
終
点
か
ら

2
4
5
°
1
8
′

3
.
5
0
ｍ

〃

6
2
線

6
1
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
1
8
′

6
.
0
0
ｍ

〃

6
3
線

6
2
線
終
点
か
ら

2
4
4
°
5
1
′

2
8
.
7
1
ｍ

〃

6
4
線

6
3
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
4
7
′

1
3
.
5
9
ｍ

〃

6
5
線

6
4
線
終
点
か
ら

2
4
5
°
3
8
′

2
.
9
7
ｍ

〃

6
6
線

6
5
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
5
0
′

9
.
7
9
ｍ

〃

6
7
線

6
6
線
終
点
か
ら

2
4
5
°
3
8
′

2
.
4
7
ｍ

〃

6
8
線

6
7
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
3
9
′

0
.
8
0
ｍ

〃

6
9
線

6
8
線
終
点
か
ら

2
4
5
°
3
7
′

2
4
.
2
0
ｍ

〃

7
0
線

6
9
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
5
0
′

の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た
線

7
1
線

基
点
か
ら
7
2
°
0
4
′
8
2
9
.
2
8
ｍ
の
地
点
よ
り
1
5
5
°
1
7
′
の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た

線

7
2
線

7
1
線
起
点
か
ら

6
4
°
2
8
′

1
2
.
8
2
ｍ
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

7
3
線

7
2
線
終
点
か
ら

1
5
5
°
3
0
′

6
0
.
7
4
ｍ

〃

7
4
線

7
3
線
終
点
か
ら

6
4
°
5
9
′

2
0
7
.
8
1
ｍ

〃
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7
5
線

7
4
線
終
点
か
ら

3
5
5
°
3
3
′

7
2
.
1
7
ｍ

〃

7
6
線

7
5
線
終
点
か
ら

3
3
5
°
0
0
′

1
9
.
3
1
ｍ

〃

7
7
線

7
6
線
終
点
か
ら

3
5
4
°
1
9
′

4
2
.
5
0
ｍ

〃

7
8
線

7
7
線
終
点
か
ら

3
4
2
°
3
2
′

1
7
.
4
7
ｍ

〃

7
9
線

7
8
線
終
点
か
ら

7
1
°
0
4
′

の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た
線

8
0
線

基
点
か
ら
4
8
°
4
5
′
1
1
1
2
.
9
5
ｍ
の
地
点
よ
り
3
1
°
5
8
′
の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た

線

8
1
線

8
0
線
起
点
か
ら

2
8
6
°
3
0
′

3
.
1
9
ｍ
の
地
点
ま
で
引
い
た
線

8
2
線

8
1
線
終
点
か
ら

3
2
°
1
1
′

3
9
.
0
8
ｍ

〃

8
3
線

8
2
線
終
点
か
ら

2
9
8
°
5
7
′

1
4
5
.
5
5
ｍ

〃

8
4
線

8
3
線
終
点
か
ら

2
1
°
4
6
′

1
2
.
0
1
ｍ

〃

8
5
線

8
4
線
終
点
か
ら

3
8
°
3
7
′

1
0
.
9
3
ｍ

〃

8
6
線

8
5
線
終
点
か
ら

4
0
°
1
9
′

7
.
5
0
ｍ

〃

8
7
線

8
6
線
終
点
か
ら

4
2
°
2
3
′

1
7
.
8
2
ｍ

〃

8
8
線

8
7
線
終
点
か
ら

1
1
5
°
3
3
′

8
2
.
0
4
ｍ

〃

8
9
線

8
8
線
終
点
か
ら

3
9
°
5
9
′

1
9
1
.
8
9
ｍ

〃

9
0
線

8
9
線
終
点
か
ら

1
2
°
0
3
′

2
5
.
0
4
ｍ

〃

9
1
線

9
0
線
終
点
か
ら

1
0
1
°
1
8
′

8
8
.
6
4
ｍ

〃

9
2
線

9
1
線
終
点
か
ら

9
5
°
1
5
′

2
9
.
4
1
ｍ

〃

9
3
線

9
2
線
終
点
か
ら

9
8
°
0
9
′

9
6
.
7
2
ｍ

〃

9
4
線

9
3
線
終
点
か
ら

9
7
°
5
8
′

1
3
5
.
5
7
ｍ

〃

9
5
線

9
4
線
終
点
か
ら

9
9
°
5
5
′

1
6
.
4
6
ｍ

〃

9
6
線

9
5
線
終
点
か
ら

9
9
°
3
2
′

2
3
.
0
2
ｍ

〃

9
7
線

9
6
線
終
点
か
ら

1
6
6
°
4
5
′

の
方
向
に
水
際
線
ま
で
引
い
た
線

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



〔
四
二
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

－

総
社
市
長
良
字
網
縄
手
一
一
四

二
、
一
一
四

三
、
一
一
四

六
、
一
一
五

一
、
一
一
五

二
、
一
一
五

三
、
一
一
六

一
、
一
一
七

一
、
字
落
町
一
一
八
、
字
梵
天
地
一
一
九

一
、
一

－
－

－
－

二
〇

一
、
一
二
二

一
、
一
二
三

一
、
字
田
中
西
一
二
四

一
三
、
一
二
六

一
、
字
籾
取
一

－
－

－
－

－

、

、

、

、

、

、

、

二
七

一

一
二
七

三

一
二
七

四

一
二
八

一

一
二
九

一
三
〇

一

一
三
〇

二

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

一
三
〇

三
、
一
三
二
、
一
三
四

一
、
一
三
四

二
、
一
三
四

三
、
一
三
五

一
、
一
三
五

二
、
一
三
五

三
、
一
三
七
、
一
三
九

一
、
一
三
九

二
、
一
三
九

三
、
一
四
〇
、
一
四
一
、

－
－

－
－

、

、

、

、

、

、

字
牛
田
一
四
三

二

一
四
三

三

一
四
三

四

一
四
四

二

一
四
九

二

一
四
九

三

－
－

－
－

－
－

一
五
〇

一
、
一
五
〇

二
、
一
五
一
、
一
五
二

一
、
一
五
二

二
、
一
五
三

二
、
字
平
才
一

－
－

－
－

－

、

、

、

、

、

、

、

、

五
六

二

一
五
七

二

一
六
七

一

一
六
八

一

一
六
九

一
七
〇

一
七
一

一
七
二

－
－

－
－

、

、

、

、

、

、

一
七
三

一

一
七
四

一

一
七
五

二

一
七
五

三

一
七
五

四
の
一
部

一
七
五

五

－
－

－
－

－
－

、

、

、

、

、

、

一
七
五

六

一
七
六

二
の
一
部

一
七
六

三

一
七
六

四

一
七
七

二

一
七
七

三

－
－

－
－

－
－

一
七
八

四
、
一
七
九

四
、
一
七
九

五
、
字
丁
ノ
坪
一
六
〇

三
、
一
六
一

四
、
字
笠
屋
二

－
－

－
－

－

〇
二

七
の
一
部
、
字
上
籾
取
二
〇
三

一
、
二
〇
三

四
、
二
〇
三

五
、
二
〇
三

六
、
二
〇

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

－

六

一
、
二
〇
六

三
、
二
〇
七

一
、
二
〇
九

一
、
二
〇
九

四
、
二
一
〇

三
、
二
一
〇

五
、
二
一
〇

一
一
、
字
田
中
沖
二
〇
五

一
、
二
〇
五

二
、
字
網
縄
手
一
一
四

三
地
先
か
ら

－
－

－
－

字
田
中
西
一
二
六

一
地
先
ま
で
道
、
字
網
縄
手
一
一
七

一
地
先
か
ら
字
梵
天
地
一
二
三

一
地

－
－

－

先
ま
で
道
、
字
籾
取
一
二
七

三
地
先
か
ら
一
二
七

四
地
先
ま
で
道
、
字
籾
取
一
三
九

三
地
先

－
－

－

、

、

か
ら
字
牛
田
一
五
二

一
地
先
ま
で
道

字
平
才
一
五
六

二
地
先
か
ら
一
六
一

四
地
先
ま
で
道

－
－

－

一
七
五

四
地
先
道
、
一
七
五

四
地
先
か
ら
一
七
五

六
地
先
ま
で
道
、
一
七
六

二
地
先
か
ら

－
－

－
－

－
－

－
－

一
七
六

三
地
先
ま
で
道
、
一
七
七

二
地
先
か
ら
一
七
七

三
地
先
ま
で
道
、
字
平
才
一
七
九

四
地
先
か
ら
字
上
籾
取
二
一
〇

五
地
先
ま
で
道
、
字
上
籾
取
二
〇
三

一
地
先
か
ら
二
〇
三

五

－
－

－

地
先
ま
で
道
、
字
籾
取
一
二
八

一
地
先
か
ら
字
牛
田
一
五
三

二
地
先
ま
で
水
路
、
字
牛
田
一
四

－
－

三

二
地
先
か
ら
字
上
籾
取
二
一
〇

五
地
先
ま
で
水
路
、
字
牛
田
一
四
三

二
地
先
か
ら
一
四
九

－
－

－

三
地
先
ま
で
水
路
、
字
平
才
一
六
七

一
地
先
か
ら
一
七
三

一
地
先
ま
で
水
路
、
一
七
六

四

－
－

－
－

地
先
水
路
、
字
平
才
一
七
六

二
地
先
か
ら
字
上
籾
取
二
一
〇

一
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
笠
屋
二

－
－

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



〇
二

七
地
先
水
路

－
二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三

二

－

日
本
郵
便
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

髙
橋

亨

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
一
六

二

－

日
本
郵
便
輸
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

本
庄

吉
幸

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
六
号

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



〔
四
二
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

－

総
社
市
長
良
字
網
縄
手
一
一
四

二
、
一
一
四

三
、
一
一
四

六
、
一
一
五

一
、
一
一
五

二
、
一
一
五

三
、
一
一
六

一
、
一
一
七

一
、
字
落
町
一
一
八
、
字
梵
天
地
一
一
九

一
、
一

－
－

－
－

二
〇

一
、
一
二
二

一
、
一
二
三

一
、
字
田
中
西
一
二
四

一
三
、
一
二
六

一
、
字
籾
取
一

－
－

－
－

－

、

、

、

、

、

、

、

二
七

一

一
二
七

三

一
二
七

四

一
二
八

一

一
二
九

一
三
〇

一

一
三
〇

二

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

一
三
〇

三
、
一
三
二
、
一
三
四

一
、
一
三
四

二
、
一
三
四

三
、
一
三
五

一
、
一
三
五

二
、
一
三
五

三
、
一
三
七
、
一
三
九

一
、
一
三
九

二
、
一
三
九

三
、
一
四
〇
、
一
四
一
、

－
－

－
－

、

、

、

、

、

、

字
牛
田
一
四
三

二

一
四
三

三

一
四
三

四

一
四
四

二

一
四
九

二

一
四
九

三

－
－

－
－

－
－

一
五
〇

一
、
一
五
〇

二
、
一
五
一
、
一
五
二

一
、
一
五
二

二
、
一
五
三

二
、
字
平
才
一

－
－

－
－

－

、

、

、

、

、

、

、

、

五
六

二

一
五
七

二

一
六
七

一

一
六
八

一

一
六
九

一
七
〇

一
七
一

一
七
二

－
－

－
－

、

、

、

、

、

、

一
七
三

一

一
七
四

一

一
七
五

二

一
七
五

三

一
七
五

四
の
一
部

一
七
五

五

－
－

－
－

－
－

、

、

、

、

、

、

一
七
五

六

一
七
六

二
の
一
部

一
七
六

三

一
七
六

四

一
七
七

二

一
七
七

三

－
－

－
－

－
－

一
七
八

四
、
一
七
九

四
、
一
七
九

五
、
字
丁
ノ
坪
一
六
〇

三
、
一
六
一

四
、
字
笠
屋
二

－
－

－
－

－

〇
二

七
の
一
部
、
字
上
籾
取
二
〇
三

一
、
二
〇
三

四
、
二
〇
三

五
、
二
〇
三

六
、
二
〇

－
－

－
－

－

－
－

－
－

－
－

－

六

一
、
二
〇
六

三
、
二
〇
七

一
、
二
〇
九

一
、
二
〇
九

四
、
二
一
〇

三
、
二
一
〇

五
、
二
一
〇

一
一
、
字
田
中
沖
二
〇
五

一
、
二
〇
五

二
、
字
網
縄
手
一
一
四

三
地
先
か
ら

－
－

－
－

字
田
中
西
一
二
六

一
地
先
ま
で
道
、
字
網
縄
手
一
一
七

一
地
先
か
ら
字
梵
天
地
一
二
三

一
地

－
－

－

先
ま
で
道
、
字
籾
取
一
二
七

三
地
先
か
ら
一
二
七

四
地
先
ま
で
道
、
字
籾
取
一
三
九

三
地
先

－
－

－

、

、

か
ら
字
牛
田
一
五
二

一
地
先
ま
で
道

字
平
才
一
五
六

二
地
先
か
ら
一
六
一

四
地
先
ま
で
道

－
－

－

一
七
五

四
地
先
道
、
一
七
五

四
地
先
か
ら
一
七
五

六
地
先
ま
で
道
、
一
七
六

二
地
先
か
ら

－
－

－
－

－
－

－
－

一
七
六

三
地
先
ま
で
道
、
一
七
七

二
地
先
か
ら
一
七
七

三
地
先
ま
で
道
、
字
平
才
一
七
九

四
地
先
か
ら
字
上
籾
取
二
一
〇

五
地
先
ま
で
道
、
字
上
籾
取
二
〇
三

一
地
先
か
ら
二
〇
三

五

－
－

－

地
先
ま
で
道
、
字
籾
取
一
二
八

一
地
先
か
ら
字
牛
田
一
五
三

二
地
先
ま
で
水
路
、
字
牛
田
一
四

－
－

三

二
地
先
か
ら
字
上
籾
取
二
一
〇

五
地
先
ま
で
水
路
、
字
牛
田
一
四
三

二
地
先
か
ら
一
四
九

－
－

－

三
地
先
ま
で
水
路
、
字
平
才
一
六
七

一
地
先
か
ら
一
七
三

一
地
先
ま
で
水
路
、
一
七
六

四

－
－

－
－

地
先
水
路
、
字
平
才
一
七
六

二
地
先
か
ら
字
上
籾
取
二
一
〇

一
一
地
先
ま
で
水
路
、
字
笠
屋
二

－
－

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



〇
二

七
地
先
水
路

－
二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
緑
地
、
防
火
水
槽

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三

二

－

日
本
郵
便
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

髙
橋

亨

東
京
都
港
区
西
新
橋
一
丁
目
一
六

二

－

日
本
郵
便
輸
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

本
庄

吉
幸

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
六
号

平成２７年１０月２７日　岡山県公報　第１１７３１号



◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
二
号

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
百
二
十
一
回
岡

山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

戸

田

博

一

日
時

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日
（
水
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
六
号

児
島
湾
漁
村
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

三
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